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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　行財政局　防災危機管理室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　黒田・目片　電話222-3210）
	
	件名
	ＮａＩシンチレーションサーベイメータの校正について
	

	
	契約期間
	契約締結日　～　令和９年３月３１日
	

	
	契約条件
	１　機　種
　　ＮａＩシンチレーションサーベイメータ
２　型　式
　　日立アロカメディカル株式会社製　ＴＳＣ－１７２Ｂ
３　校正方法
　　ＪＩＳ Ｚ ４５１１：２０１８並びにＩＳＯ ４０３７－３：２０１９に準じた校正
４　照射装置及び校正線源
　　コリメートγ線照射装置
　　137Ｃｓ（３７０ＭＢｑ及び１１１ＭＢｑ）
５　校正事項
　　目盛校正
　　７点校正　０．５μSv/h、１．０μSv/h、２．０μSv/h、５．０μSv/h、
８．０μSv/h、１０．０μSv/h、２５．０μSv/h
６　機器の回収場所等及び台数
　　配備場所は別紙のとおり。台数は計６台
７　機器の回収（代替機器の交換）及び校正終了後の機器の返却
（１）機器の回収及び校正
　　　別紙にある機器６台を校正するため回収し、校正すること。
　　　校正を行う際に機器の修理等が必要となる場合は、事前に防災危機管理室に連絡すること。
回収及び校正は３回にわけて行う。（１回目：３台、２回目：２台、３回目：１台）
　　ア　第一に受託者は、防災危機管理室が所有している３台（別紙記載の№４、№５及び№６）を回収し、校正を行う。
　　イ　第二に、上記アにおいて校正が完了した３台（№４、№５及び№６）のうち、№６は防災危機管理室に返却し、№４及び№５を代替機器として別紙記載の№２及び№３の回収、校正を行う。
校正完了後、№２及び№３を配備場所に返却し、代替機器の№４及び№５を回収する。
　　ウ　第三に、上記イにおいて回収した代替機器２台（№４及び№５）のうち、№４は防災危機管理室に返却し、№５を代替機器として別紙記載の№１の回収、校正を行う。
校正完了後、№１を配備場所に返却し、代替機器の№５を回収する。
（２）校正終了後の機器の返却
　　　６台すべての校正が終了した場合は、最後の代替機器１台（№５）を防災危機管理室まで返却すること。
（３）回収及び返却の日時
　　　納入期間中の平日、午前９時から午後５時までの間に行うこと。
　　　回収及び返却の際には、事前に防災危機管理室（目片または黒田）に電話連絡した上で、回収及び返却先（各配備場所）に電話連絡すること。
８　提出書類
　　・校正証明書
　　・トレーサビリティー証明書（校正体系図を含む）
　　・各機器（機器№）の回収・返却日及び回収・返却先の受領確認（サイン）
９　返却場所
　　上記６の回収場所（配備場所）と同じ
10　返却期間
　　契約期間内とする。
	


　注　本仕様について不明な点がある場合は、防災危機管理室と協議してください。
